
みやき町委託契約型地域おこし協力隊募集要項  

  

みやき町では、新たな発想で地域の発展及び活性化等に貢献していただくため、地域おこし協力隊を

募集します。  

みやき町は、佐賀県の東部・三養基郡（みやきぐん）に位置する人口約 2万 5,700 人の町です。平成 

17 年 3 月 1 日に中原町・北茂安町・三根町が合併して誕生しました。  

 北は雄々しい脊振山地が連なり、なだらかな丘陵地帯を経て、九州最大の穀倉地帯である筑紫平野が広

がり、その南には雄大な筑後川が流れています。いなかの原風景ともいえる豊かな自然と肥沃な大地に

恵まれた「子育て支援」、「健幸長寿」の町です。  

  

業務内容  

 次に掲げるもののうちいずれか一つに取り組んでいただきます。  

（1） 空き家をリノベーションし、みやき町の活性化に取り組んでくれる方。  

（2） 新たな視点、発想でみやき町内の 6次産業化の推進に取り組んでくれる方。  

（3） 町民が気軽に出品できるネット通販事業等に取り組んでくれる方。  

（4） 高齢者等の日常の簡単なお手伝い等をする御用聞き事業に取り組んでくれる方。  

（5） 古民家カフェの管理・運営、企画・活用に取り組んでくれる方。  

（6） 自然環境保全及び景観維持に取り組んでくれる方。  

（7） その他、町長が必要と認めるもの（詳細な提案書を別紙でご提出ください）。  

  

募集対象  

（1） 令和 8年 4月 1日現在で年齢満 20 歳以上の方。  

（2） 三大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有している方で、みやき町内に住民登録をし、

かつ生活の拠点を移すことができる方。  

※総務省が定める地域おこし協力隊の特別交付税措置に係る地域要件による。  

（3） 地域住民、関係者等と協力しながら自主的に、誠実に職務ができる方。  

（4） 普通自動車免許を有している方で、日常的に運転をしている方。（車に乗れないと活動ができませ

ん）  

（5） Word、Excel、インターネット等の基本的なパソコン操作ができる方。  

（6） 自ら考え行動し、関係者との意思疎通及び調整ができ、新規事業の計画策定から実施、事後評価

までを率先して牽引できる方。  

（7） 活動期間終了後に町内で起業・就業し、定住する意欲のある方。  

  

 



募集人員 

若干名  

  

勤務地  

みやき町内及び指定の場所  

 

雇用形態・期間  

（１）業務委託契約とし、雇用関係はありません。副業も可能です。みやき町委託契約型地域おこし協

力隊設置要綱、地域おこし協力隊推進要綱（平成 21 年 3 月 31 日付け総行応第 38 号総務事務次官

通知）に基づき委嘱します。  

（２）委嘱期間は 1年とし、毎年 4月 1日から翌年 3月 31日までとします。ただし、年度の途中で就

任した者の期間は、就任した日の属する年度の末日までとします。  

※勤務成績、態度、能力等を勘案し、1年更新で最長 3年まで更新可能とします。  

（３）隊員としてふさわしくない言動及び行動があった場合等、委嘱期間中であってもその職を解くこ

とがあります。  

  

委託料及び福利厚生等  

（1） 委託料報酬相当分月額 291,600 円  

（2） 活動に必要な経費（消耗品費、旅費、研修費等）は、町と協議のうえ活動に必要と認められるも

のに限り、予算の範囲内で町が補助します。  

（3） 業務委託契約のため、健康保険および年金保険料等は自己負担となります。国民健康保険、国民

年金等に加入してください。  

（4） 原則として、活動期間中は町が指定する住居で生活をしてください。その際の住居家賃は 55,000 

円を上限に、敷金等の初期費用は 100,000 円を上限に負担しますが、引越費用、食費、光熱水費

は本人負担となります。家電製品や日用品等の生活に必要なものは各自で用意してください。  

  

申込受付期間 

随時募集中  

  

申込方法  

 以下の書類をみやき町役場まで郵送又は持参してください。  

（1） 提出書類 ※提出いただいた書類は返却しません。  

  応募用紙（指定様式）、住民票（都市部に居住しているか確認するためのもの）、運転免許証のコピー  

（2） 提出方法  

  郵送又はみやき町役場三根庁舎 3階・産業支援課まで持参してください。持参の場合、受付時間は土

日・祝日、年末年始を除く午前 8時 30分から午後 5時 15分までとします。  

  



選考方法  

（1） 第 1次選考（書類選考）  

応募用紙等をもとに書類選考をします。選考結果は、応募者全員に後日文書で通知します。  

  ※書類の内容等を確認するため、電話ヒアリングを行う場合があります。応募に関する費用は、応

募者負担となります。  

（2） 第 2次選考（面接）  

第 1次選考合格者を対象に、町内で個人面接を行います。交通費は、応募者負担となります。詳

細については、対象者に別途連絡いたします。  

（3） 最終選考結果報告  

  選考結果は面接からおおむね 2週間以内を目途に面接参加者全員に電話又は文書にて通知します。  

  ※選考の経過及び結果に関する問い合わせには応じられませんので、予めご了承ください。  

  

 

問い合わせ・応募先  

 みやき町役場三根庁舎 産業支援課  

 〒840-1192  

 佐賀県三養基郡みやき町大字市武 1381 番地  

 TEL0942-96-5545   FAX0942-96-5530   

email: sangyoushien@town.miyaki.lg.jp  


